
 

 

 

都市計画法第 17 条第 2 項の規定に基づく 

意 見 書 
 

 都市計画法第 17 条第 2 項の規定に基づき、韮崎都市計画道路（１・４・１

号 双葉・韮崎・清里幹線）の決定に対して意見書を提出します。 

 

令和８年  月  日   

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿 

 
 

意見提出者 

住 所                      

氏 名                    印 

電話番号                 

事案に係る利害関係（北杜市、韮崎市、甲斐市の住民でない場合、記載） 
 
 

意見の要旨  

別紙のとおり 

 

（備考） ・居住地が北杜市、韮崎市、甲斐市以外の場合、事案に係る利害関係を記載するものとします。 

・環境影響評価準備書に対する意見の場合は、別の参考様式がありますのでそちらをご利用願います。 

・この様式のデータは、県ホームページからダウンロードできます。 

  

都市計画案用 参考様式（山梨県） 



 

（別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


